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（趣旨） 

第１条 この規則は、奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（親族の範囲） 

第１条の２ 条例第６条及び第38条の２に規定する親族の範囲は、次の各号のいずれかに該当する

ものに限る。 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情（以下「内縁関係」という。）

にある者その他婚姻の予約者を含む。）その他これに準ずる者として市長が認める者 

(２) ３親等以内の血族又は姻族 

２ 前項の規定にかかわらず、不自然な世帯分離であるなど、入居しようとする者の世帯構成が社

会通念上相当であると認められないものであるときは、市営住宅に入居することができない。 

（単身入居を認める市営住宅の規格） 

第２条 条例第６条第９項に規定する市営住宅の規格は、住戸専用面積が43平方メートル以下とす

る。 

（入居の申込み） 

第３条 条例第８条の規定により、市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申

込書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の入居申込みをした者は、市長の請求があつたときは、次に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 所得に関する証明書 

(３) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し（所持している者に限る。） 

(４) 生活保護証明書（受給者に限る。） 

(５) 中国残留邦人等支援給付に係る証明書（受給者に限る。） 

(６) 個人番号提供書（別記第１号様式の２）（提供を要する場合に限る。） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類により証する事実が公簿等により確認できる

ときは、当該書類の提出を省略することができる。 

（入居決定の通知） 

第４条 条例第11条の規定による入居決定の通知は、入居承認書（別記第２号様式）によつて行う
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ものとする。 

（敷金の減免等の申請） 

第５条 条例第12条第６項の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金

減免（徴収猶予）申請書（別記第３号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当

該書類の添付を省略することができる。 

（市営住宅入居請書） 

第６条 条例第13条（条例第23条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する市

営住宅入居請書（以下「入居請書」という。）は、別記第４号様式によるものとする。 

２ 入居請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

第６条の２ 条例第13条ただし書の場合においては、入居決定者は、指定入居日までに連絡調整人

を定め、その者と連署した入居請書（別記第４号様式の２）を提出しなければならない。 

２ 前項の入居請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の連絡調整人に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（連帯保証人） 

第７条 条例第13条の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、当該入居者と連帯して条例

に定める責任を負うものとする。 

２ 市長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、変更を命ずることができる。 

３ 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅連帯保証人変更承認

申請書（別記第４号様式の３）に入居請書及び同条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、条例第13条ただし書の場合においては、前条の

規定を適用する。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 条例第14条第１項に規定する要件を欠くに至つたとき。 

(３) その他特別の理由により変更の必要が生じたとき。 

（明渡し時の納付期限の特例を適用する納付の方法） 

第７条の２ 条例第17条第２項及び第20条の３第３項の規則で定める納付の方法は、口座振替とす

る。 

（収入申告及び報告の請求に応じることが困難な者の収入把握） 
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第７条の３ 条例第17条第５項の規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報

告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求め

る方法とする。 

（家賃の減免等の申請） 

第８条 条例第17条第７項（条例第28条第３項、第30条第３項及び第47条において準用する場合を

含む。）の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免（徴収猶予）

申請書（別記第５号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の書類について準用する。 

（収入の申告） 

第９条 条例第18条第１項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年７月末日までに収入申告

書（別記第６号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該

当する場合にあつては、当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添

付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。 

(１) 公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号。以下「令」という。）第１条第３号イからトま

でに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類 

(２) 当該入居者又は同居者が条例第６条第１項第２号アに該当する場合 その旨を証する書類 

(３) 市長が必要と認める場合 当該入居者及び同居者の個人番号提供書 

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類により証する事実が公簿等により確認できる

ときは、当該書類の添付を省略することができる。 

（収入の額の認定に対する意見の申出） 

第10条 条例第18条第３項の規定による意見の申出は、同条第２項の規定による収入の額の認定の

通知を受けた日から１月以内に収入認定に対する意見申出書（別記第７号様式）を提出して行わ

なければならない。 

（家賃の額の変更申請） 

第11条 入居者は、その収入が減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするとき

は、家賃変更申請書（別記第８号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の書類について準用する。 
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（共益費） 

第11条の２ 条例第20条の２第１項の規則で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。 

(１) 階段灯、廊下灯、外灯等の電気の使用料 

(２) 共同水栓の水道及び下水道の使用料 

(３) 集会所の維持管理に必要な電気、ガス、水道及び下水道の使用料等 

(４) 共同灯等の電球及び共同水栓等のパッキンの取替えに要する費用 

(５) 階段、廊下その他の共用部分の清掃及び樹木の手入れに要する費用 

２ 条例第20条の２第２項において準用する条例第17条第７項の規定により、共益費の減免又は徴

収の猶予を受けようとする者は、市営住宅共益費減免（徴収猶予）申請書（別記第８号様式の２）

にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（用途変更等の承認申請等） 

第12条 条例第21条第３項ただし書又は第４項ただし書の規定により、用途変更、模様替又は増改

築の承認を受けようとする者は、市営住宅用途変更・模様替（増改築）承認申請書（別記第９号

様式）に用途変更又は工事の概要を示す書面を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において次の基準に適合し、かつ、用途変更、模様替又

は増改築の必要があると認めたときは、これを承認するものとする。 

(１) 市営住宅の管理上支障がなく、原状回復又は撤去が容易なものであること。 

(２) 市営住宅の環境を損わないものであること。 

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に定める基準に適合するものであること。 

(４) 増築は、物置、風呂場、日よけその他やむを得ないもので、その床面積の合計が10平方メ

ートル以内であること。 

３ 市長は、第１項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で

原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。 

４ 第１項の承認を受けた者は、市営住宅の用途変更、模様替又は増改築を終了したときは、工事

終了届（別記第10号様式）を市長に提出しなければならない。 

（同居の承認申請等） 

第13条 条例第22条第１項の規定による承認申請をしようとする者は、市営住宅同居承認申請書（別

記第11号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の書類について準用する。 

３ 条例第22条第２項第３号の規定で定めるときは、次に掲げる場合とする。 
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(１) 入居者が同居させようとする者が入居者の配偶者（内縁関係にある者を含む。）その他こ

れに準ずる者として市長が認める者（以下これらを「配偶者等」という。）又は３親等以内の

血族若しくは姻族でないとき。 

(２) 入居者が条例第38条第１項第１号から第７号までのいずれかに該当するとき。 

(３) 入居者が同居させようとする者が現に又は過去に市営住宅、改良住宅等（奈良市改良住宅

条例（昭和47年奈良市条例第46号）第２条に規定する改良住宅等をいう。）及びコミュニティ

住宅（奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例第15号）第３条に規定するコミュニ

ティ住宅をいう。）（以下「市営住宅等」という。）に入居若しくは同居している者又は入居

若しくは同居していた者である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。ただし、入居

者が同居させようとする者が、市営住宅等に現に同居している、又は過去に同居していた場合

において、未成年者であることその他の特別の事情があるときは、この限りでない。 

ア 当該市営住宅等に係る家賃等の滞納があるとき。 

イ 条例第38条第１項各号（第２号及び第９号を除く。）に該当したことがあるとき。 

(４) 入居者が同居させようとする者が、市営住宅等を不法に占有したことがあるとき。この場

合においては、前号ただし書の規定を準用する。 

(５) 不自然な世帯分離であるなど、当該承認による同居の後における当該入居者の世帯構成が

社会通念上相当であると認められないものであるとき。 

(６) その他市長が別に定めるとき。 

４ 条例第22条第３項の規定による承認申請は、市営住宅長期不使用承認申請書（別記第12号様式）

によつて行わなければならない。 

（入居承継の承認申請等） 

第14条 条例第23条第１項の規定による承認申請をしようとする者は、入居承継承認申請書（別記

第13号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の書類について準用する。 

３ 条例第23条第３項第３号の規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。 

(１) 入居者が死亡した場合において、当該承認を受けようとする者が入居者の配偶者等又は３

親等以内の血族若しくは姻族でないとき。 

(２) 入居者が退去した場合において、次のいずれかに該当するとき。 

ア 入居者が離婚（内縁関係の解消を含む。）その他これに準ずる行為として市長が認めるも

のによらず退去したとき。 
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イ 当該承認を受けようとする者が入居者の配偶者等でないとき。 

(３) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が１年に満たないとき（当該承

認を受けようとする者が入居者の入居時からその死亡又は退去の時まで引き続き同居している

者である場合を除く。）。 

(４) 入居者が条例第38条第１項第１号から第７号までのいずれかに該当するとき。 

(５) 不自然な世帯分離であるなど、当該承認を受けようとする者の世帯構成が社会通念上相当

であると認められないものであるとき。 

(６) その他市長が別に定めるとき。 

４ 第１項の承認を受けた者は、速やかに、第６条第１項の請書に同条第２項各号に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

（収入超過者等の認定に対する意見の申出） 

第15条 条例第26条第３項の規定による意見の申出は、同条第１項又は第２項の通知を受けた日か

ら１月以内に収入超過者（高額所得者）認定に対する意見申出書（別記第14号様式）を提出して

行わなければならない。 

（収入超過者等の認定の取消しの申出） 

第16条 収入超過者又は高額所得者は、条例第６条第１項第２号に掲げる金額又は令第９条に規定

する金額を超える収入がなくなつた場合において、条例第26条第１項又は第２項の規定による収

入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者（高額所得者）認

定取消申出書（別記第15号様式）に第３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の書類について準用する。 

（高額所得者の明渡し請求猶予の申出） 

第17条 条例第29条第１項ただし書の規定による明渡しの請求の猶予の申出をしようとする者は、

高額所得者明渡し請求猶予申出書（別記第16号様式）にその理由を証する書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

（高額所得者の明渡し期限延長の申出） 

第18条 条例第29条第４項の規定による明渡し期限の延長の申出をしようとする者は、高額所得者

明渡し期限延長申出書（別記第17号様式）にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（明渡し期限到来後に徴収する金銭の額） 
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第19条 条例第30条第２項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額と

する。 

２ 条例第34条第３項並びに第38条第３項及び第４項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃

の額に相当する額とする。 

（駐車場の使用申込み） 

第19条の２ 条例第38条の３の規定による駐車場の使用申込みは、市営住宅駐車場使用申込書（別

記第17号様式の２）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

(１) 駐車場に駐車させる自動車の自動車検査証の写し 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（駐車場使用者決定の通知） 

第19条の３ 条例第38条の４の規定による使用者決定の通知は、駐車場使用承認書（別記第17号様

式の３）によつて行うものとする。 

（駐車場使用請書） 

第19条の４ 条例第38条の４の４の規定による駐車場使用請書は、別記第17号様式の４によるもの

とする。 

（駐車場の使用料の徴収等の申請） 

第19条の５ 条例第38条の４の５第３項の規定により、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受

けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免（徴収猶予）申請書（別記第17号様式の５）にそ

の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（駐車場の返還の届出） 

第19条の６ 入居者は、条例第38条の４の６の規定により、駐車場を返還しようとするときは、そ

の７日前までに市営住宅駐車場返還届（別記第17号様式の６）を市長に提出し、検査を受けなけ

ればならない。 

（返還期日到来後に徴収する金銭の額） 

第19条の７ 条例第38条の４の９第３項の規則で定める額は、条例第38条の４の５第２項に規定す

る使用料に相当する額とする。 

（社会福祉法人等に対する使用許可等） 

第20条 条例第39条第２項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、奈良市公有財産規則（昭和

49年奈良市規則第29号）別記第２号様式に定める行政財産使用許可申請書に市長が必要と認める

書類を添えて市長に提出しなければならない。 
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（立入検査員証） 

第21条 条例第49条第３項に規定する証票は、別記第18号様式によるものとする。 

（同居者の異動届） 

第22条 出生、死亡又は転出等により、同居者に異動を生じたときは、入居者は、直ちに同居者異

動届（別記第19号様式）に第３条第２項第１号及び第７号に掲げる書類を添えて市長に届け出な

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当

該書類の添付を省略することができる。 

（退去の届出） 

第23条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市営住宅退去届（別

記第20号様式）を市長に提出し、検査を受けなければならない。 

（氏名変更届） 

第24条 入居者は、当該入居者又は同居者が婚姻、離婚その他の理由により氏名の変更をしたとき

は、直ちに市営住宅氏名変更届（別記第21号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なけ

ればならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 戸籍謄本 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号（第２号を除く。）に掲げる書類により証する事実が公簿

等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

（駐車場の使用者の変更） 

第25条 駐車場の使用者が次の各号の一に該当する場合において、入居者又は当該使用者と同居し

ていた者が引き続き駐車場を使用しようとするときは、入居者は、市営住宅駐車場使用者変更承

認申請書（別記第22号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 当該駐車場の属する市営住宅を退去したとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、駐車場を使用しなくなつたとき。 

（駐車自動車の変更） 

第26条 入居者は、駐車場に駐車させる自動車を変更しようとするときは、市営住宅駐車場駐車自

動車変更承認申請書（別記第23号様式）に第19条の２各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、
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その承認を受けなければならない。 

（その他） 

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

（奈良市公営住宅条例施行規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 奈良市公営住宅条例施行規則（昭和27年奈良市規則第23号） 

(２) 奈良市母子住宅条例施行規則（昭和45年奈良市規則第３号） 

(３) 奈良市営住宅使用規程（昭和３年奈良市告示第45号） 

(４) 奈良市厚生住宅使用条例施行規則（昭和25年奈良市規則第11号） 

附 則（平成元年３月６日規則第５号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、使用すること

ができる。 

附 則（平成元年３月６日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成２年12月13日規則第43号） 

この規則は、奈良市営住宅条例の一部を改正する条例（平成２年奈良市条例第31号）の施行の日

〔平成３年３月１日〕から施行する。 

附 則（平成６年３月25日規則第５号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年12月15日規則第55号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 奈良市営住宅条例の一部を改正する条例（平成９年奈良市条例第38号）による改正前の奈良市

営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号）の規定に基づいて設置された市営住宅又は共同施設に

ついては、平成10年３月31日までの間は、この規則による改正後の奈良市営住宅条例施行規則第

２条、第８条から第11条まで、第14条から第19条まで並びに別記第５号様式から第８号様式まで

及び第13号様式から第17号様式までの規定は適用せず、この規則による改正前の奈良市営住宅条

例施行規則第２条、第８条、第11条、第12条、第14条並びに別記第５号様式、第10号様式から第

13号様式まで及び第15号様式の規定は、なおその効力を有する。 

（奈良市改良住宅条例施行規則の一部改正） 

３ 奈良市改良住宅条例施行規則（昭和47年奈良市規則第64号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（奈良市コミュニティ住宅条例施行規則の一部改正） 

４ 奈良市コミュニティ住宅条例施行規則（平成４年奈良市規則第49号）の一部を次のように改正

する。 

（次のよう略） 

（奈良市営住宅等管理人規則の一部改正） 

５ 奈良市営住宅等管理人規則（昭和62年奈良市規則第34号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成12年３月31日規則第43号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年９月26日規則第64号） 

この規則は、平成12年10月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日規則第73号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月１日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第１号様式の改正規定は、平成15年５月１日

から施行する。 

附 則（平成17年２月24日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月８日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成19年３月30日規則第24号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（様式改正に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成21年１月８日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市営住宅条例施行規則の規定に基づき

作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成23年12月14日規則第65号） 

この規則は、平成24年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月５日規則第３号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年７月２日規則第43号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年７月31日規則第70号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。ただし、第７条の２の改正規定（「及び第20条

の３第３項」に係る部分に限る。）、第11条の２の改正規定及び第19条の改正規定は、平成28年

４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成28年４月１日前に現に奈良市営住宅条例第34条第３項又は第38条第３項若しくは第４項の

規定により金銭を徴収している者に係る当該金銭の額については、この規則による改正後の奈良

市営住宅条例施行規則第19条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 平成27年８月１日において、現にこの規則による改正前の奈良市営住宅条例施行規則の規定に

基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第35号抄） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定（別記第６号様式の改正規定（「寡夫」の次に「（みなし寡婦及びみなし寡夫を

含む。）」を加える部分に限る。）に限る。）による改正後の奈良市営住宅条例施行規則別記第

６号様式の規定は、平成28年10月１日前に現に入居している者の平成28年度の家賃に係る収入申

告書には適用しない。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市営住宅条例施行規則及び奈良市改良

住宅条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成29年10月10日規則第45号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月31日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市営住宅条例施行規則の規定に基づき

作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和元年７月１日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市営住宅条例施行規則の規定に基づき

作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和元年12月26日規則第42号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月18日規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和２年10月30日規則第59号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年３月31日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の奈良市営住宅条例施行規則（以下「新規則」という。）第９条第２項

第１号の規定は、令和３年７月１日以後に行われる奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14

号）第17条第３項若しくは第５項、第28条第１項若しくは第２項又は第29条第１項の規定に規定

する収入の計算（以下「収入の計算」という。）について適用し、同日前に行われる収入の計算

については、なお従前の例による。 
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別記 

第１号様式（第３条関係） 
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第１号様式の２（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第４号様式の２（第６条の２関係） 
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第４号様式の３（第７条関係） 
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第５号様式（第８条関係） 
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第６号様式（第９条関係） 
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第７号様式（第10条関係） 
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第８号様式（第11条関係） 
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第８号様式の２（第11条の２関係） 
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第９号様式（第12条関係） 

 



37/56 

第10号様式（第12条関係） 
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第11号様式（第13条関係） 
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第12号様式（第13条関係） 
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第13号様式（第14条関係） 
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第14号様式（第15条関係） 
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第15号様式（第16条関係） 
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第16号様式（第17条関係） 
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第17号様式（第18条関係） 
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第17号様式の２（第19条の２関係） 
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第17号様式の３（第19条の３関係） 
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第17号様式の４（第19条の４関係） 
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第17号様式の５（第19条の５関係） 
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第17号様式の６（第19条の６関係） 

 



51/56 

第18号様式（第21条関係） 
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第19号様式（第22条関係） 
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第20号様式（第23条関係） 
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第21号様式（第24条関係） 
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第22号様式（第25条関係） 
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第23号様式（第26条関係） 

 


